
宮城産県清酒生産
基盤強化支援事業

対象事業者

交付単価

事業内容

酒税法で
規定する清酒の
製造免許を
有すること。

県内に主たる
事業所を
有すること。

補助対象
（１） 清酒の製造のために購入した令和７年産の宮城県産酒造好適米及び令和７年産の宮城県産主
食用米（※対象となる酒造好適米、主食用米については裏面を参照）

（２） 令和７年９月１日から令和８年２月２８日までの期間内に納品が完了され、かつ、購入代金の支
払いを完了したもの

令和７年産県産原料米種別 交付単価（１俵当たり）

県産酒造好適米 6,600円

県産主食用米 トヨニシキ ６,450円

ササニシキ ５,450円

上記以外の主食用米 5,200円

清酒原料米の価格高騰が県内の清酒製造業者に及ぼす影響を緩和し、宮城県産米を

使用した高品質な酒造りの生産基盤の維持・強化を図るため、清酒製造業者が購入し

た令和７年産の県産原料米の数量に応じて、その経費の一部を補助する支援を実施し

ます。

条件１ 条件２

※ 条件１、２のいずれも満たすことが必要です。

Check２
申請書類・事業の詳細は
こちらから https://www.pref.miyagi.jp/soshiki

/syokushin/sakamaihozyo.html

Check１ 問合せはこちら

宮城県 農政部食産業振興課 HP

TEL：022-211-2812
E-mail：s-business@pref.miyagi.lg.jp

※ 予算を上回る交付申請があった場合は、交付単価を調整する場合があります。

宮城県 農政部食産業振興課 食ビジネス支援班

令和７年１２月１８日

募集開始！



①募集開始

【R7.12.18】

②交付申請
（対象者→県）
【～R8.3.2】

③交付決定
及び

額の確定
（県→対象者）
【R8.3月中旬】

④補助金交付
（県→対象者）

【R8.3月下旬】

補助対象となる清酒用原料米

Check２
申請書類・事業の詳細は
こちらから

（１） 補助金交付申請書（要綱別記様式第１号）

（２） 補助事業実績報告書（要綱別記様式第１号－別紙１）

（３） 事業費支出明細書（要綱別記様式第１号－別紙２）

（４） 補助事業用帳簿（要綱別記様式第１号－別紙３）

（５） 令和７年産県産原料米の購入実績の証拠書類（納品書、請求書、領収書等）

（６） 暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿（要綱別記様式第１号－別紙４）

（７） 直近３期分の決算報告書の写し

（８） 登記事項証明書

（９） 納税証明書（全ての県税）

(10)債権者登録票

申請書類

今後のスケジュール

Check１ 問合せはこちら
宮城県 農政部食産業振興課 食ビジネス支援班

TEL：022-211-2812

E-mail：s-business@pref.miyagi.lg.jp

種 類 品 種

酒造好適米 吟のいろは、蔵の華、ひより、美山錦、山田錦

主食用米

愛国、あきたこまち、いのちの壱、大粒ダイヤ、かぐや姫、

キヌヒカリ、金のいぶき、げんきまる、コシヒカリ、五百川、

ササシグレ、ササニシキ、さち未来、春陽、たきたて、だて正夢、

ちほみのり、つきあかり、つくばＳＤ１号、つや姫、東北１９４号、

トヨニシキ、にじのきらめき、はぎのかおり、花キラリ、ひとめぼれ、

まなむすめ、ミルキークイーン、萌えみのり、やまのしずく、

ゆきむすび、ゆみあずさ

宮城県 農政部食産業振興課 HP
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki
/syokushin/sakamaihozyo.html
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